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研

刀
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の
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二

一
i
H
本
海
に
於
け
る
海
賊
の
横
行
一

文
學
博
士
　
池

内

宏

陶

　
筑
前
の
博
多
は
古
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
大
分
地
形
が

養
っ
た
や
う
で
あ
る
が
、
此
の
市
を
中
心
こ
す
る
旛
岡
溝

は
、
・
上
世
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
海
外
交
涌
…
の
…
門
β
で
あ

　
　
鎮
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
刀
伊
　
の
　
賊

つ
淀
。
こ
れ
は
既
の
地
の
地
理
上
の
位
置
ご
地
形
ピ
の
然

ら
し
め
た
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
位
置
か
ら
い
へ
ば
、
登
岐
・
灘

馬
を
維
て
朝
鮮
吉
島
に
渡
る
に
し
て
も
、
そ
れ
か
ら
牢
島

の
銭
無
を
西
か
ら
北
に
廻
り
、
西
に
糎
じ
て
下
郷
の
山
東

宇
島
の
「
角
に
上
陸
す
る
に
し
て
も
、
又
た
或
は
登
岐
・
胸

　
　
　
　
　
　
　
第
期
號
　
　
　
　
一
　
（
五
〇
爺
）



　
　
　
第
十
叫
巻
　
　
研
　
究
　
　
刀
　
俳
　
の
　
賊

馬
を
経
由
し
な
い
で
、
初
め
か
ら
航
路
を
西
南
に
ご
り
、

李
戸
・
五
島
等
を
経
て
大
陸
の
上
海
方
面
戸
古
の
明
州
即
ち

今
の
寧
波
）
に
直
航
す
る
に
し
て
も
、
海
上
交
蓮
の
要
衝
で

あ
る
。
地
形
か
ら
い
へ
ば
、
溝
の
前
に
は
志
賀
島
（
鹿
島
）

を
出
鼻
こ
す
る
奈
多
の
自
濱
（
一
名
海
の
中
越
）
ご
い
ふ
騰

の
や
う
な
長
い
岬
が
、
東
か
ら
西
に
向
っ
て
っ
き
上
し
て

み
て
、
天
然
の
防
波
堤
を
形
づ
く
っ
て
み
る
。
束
の
陸
地

は
筑
紫
郡
、
南
は
早
良
郡
、
西
は
糸
嶋
郡
の
掌
島
（
古
の

治
土
・
志
摩
搬
器
の
地
）
で
あ
る
が
、
年
島
の
北
の
幾
鼻
の

西
浦
岬
ご
志
賀
島
こ
の
間
の
海
掻
は
、
お
の
つ
か
ら
狭
ま

っ
て
灘
の
入
口
を
な
し
て
み
る
。
濁
の
内
に
は
、
東
西
十

町
、
南
北
二
十
町
ば
か
う
の
残
島
（
能
古
島
）
こ
い
ふ
小
さ

な
島
が
あ
る
。
島
の
西
南
今
津
灘
の
一
部
は
、
今
津
の
入

江
を
な
し
、
編
綴
溶
内
に
於
け
る
天
然
の
良
港
で
あ
る
。

而
し
て
博
多
も
．
古
は
今
こ
ち
が
っ
て
、
比
悪
規
・
那
珂
川

の
河
隷
に
於
け
る
屈
強
な
港
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
や

う
な
次
第
で
、
博
多
を
中
心
こ
す
る
齋
岡
灘
は
古
註
海
外

　
　
　
　
　
　
　
　
隅
隅
號
　
　
　
　
　
ご
　
　
（
五
〇
山
ハ
）

交
蓮
の
門
戸
で
あ
っ
た
。

　
志
賀
島
に
於
け
る
「
浅
委
奴
國
王
印
」
の
出
土
は
獅
勲
の

事
實
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
漢
の
光
武
帝
の
建
武
中
元
二
年

後
に
那
ノ
津
ビ
い
ひ
、
灘
ノ
縣
こ
い
っ
た
博
多
地
方
の
土

禽
が
後
漢
に
朝
貢
し
た
事
實
を
考
古
學
蘭
に
確
か
め
る
も

の
で
、
我
が
海
外
交
蓮
史
上
の
年
代
の
明
か
な
最
も
古
い

遽
物
で
あ
る
。
紀
元
三
世
紀
の
中
頃
．
や
は
り
九
州
の
土
愈

で
あ
っ
た
邪
馬
壼
の
女
王
欝
欝
呼
が
、
魏
に
朝
貢
の
便
者

を
毒
し
た
時
に
は
、
其
の
賊
船
地
は
博
多
で
あ
っ
た
に
ち

が
ひ
な
く
、
魏
か
ら
來
だ
使
者
の
見
聞
録
ご
見
る
べ
き
魏

志
の
倭
入
傳
に
は
．
糸
島
郡
の
船
越
溝
内
の
地
な
る
伊
都

國
の
次
に
奴
幽
の
名
を
暴
げ
て
あ
る
。
臓
本
書
記
の
宣
化

天
皇
の
段
の
屯
倉
設
麗
の
詔
を
讃
む
ご
、
「
那
津
之
目
」
が

大
和
朝
廷
の
海
外
交
蓮
の
關
門
で
あ
っ
π
こ
ご
が
よ
く
わ

か
る
し
、
天
瘤
天
皇
が
百
濟
の
危
難
を
救
ふ
た
め
に
大
軍

を
宇
島
に
毘
だ
さ
れ
た
時
、
其
の
大
本
螢
を
遣
か
れ
た
庭

即
ち
所
謂
「
水
表
之
軍
政
」
を
き
こ
し
め
さ
れ
た
長
津
宮
も



こ
、
で
あ
る
。
（
週
明
天
皇
議
事
の
際
、
郷
大
津
を
長
津
ご

改
名
せ
ら
れ
た
。
秦
良
朝
か
ら
平
安
朝
に
か
け
て
直
接
大

陸
に
渡
る
遣
唐
使
は
こ
、
か
ら
登
摂
し
、
其
の
涙
遣
が
や

ん
で
か
ら
後
も
、
宋
の
交
化
は
此
の
心
門
を
通
っ
て
我
が

國
に
は
い
っ
て
來
た
。
降
っ
て
豊
大
閤
が
前
古
未
曾
有
の

外
征
を
企
て
た
賭
に
も
、
博
多
に
城
を
築
い
て
本
馨
こ
す

る
の
は
、
其
の
最
初
の
考
で
あ
り
、
い
よ
一
外
征
を
實

行
ず
る
段
に
な
っ
て
萱
岐
に
渡
る
の
に
最
も
近
い
肥
前
の

名
護
屋
を
撰
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
か
や
う
な
次
第
で
、
蒙
右
の
忽
必
烈
が
其
の
征
服
の
互

肇
を
我
が
國
に
伸
ば
さ
う
ε
し
た
時
に
も
、
難
を
被
っ
だ

地
方
は
や
は
り
博
多
灘
の
附
近
で
あ
っ
た
。
交
永
十
一
年

十
月
の
役
に
於
い
て
は
、
－
其
の
戦
場
は
灘
の
南
岸
で
あ
り

弘
安
四
年
六
・
七
月
の
役
に
於
い
て
も
、
石
壁
に
櫨
っ
て
防

い
だ
我
が
軍
の
爲
め
に
拒
ま
れ
た
敵
軍
は
、
主
ご
し
て
溝

の
浩
岸
の
地
を
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
文
永
役

よ
り
も
二
百
五
十
除
年
前
の
刀
俳
の
入
憲
こ
れ
も
同
じ
地

　
　
　
第
十
一
巻
　
研
究
　
刀
伊
の
賊

方
の
繊
來
事
で
あ
る
G
蒙
古
の
襲
來
に
比
べ
て
比
較
に
な

ら
ぬ
ほ
ご
の
小
規
模
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ご
も
、
本
來
外

冠
の
少
な
い
我
が
國
の
こ
ε
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
上
頗
る

名
高
い
。
こ
れ
か
ら
違
べ
よ
う
と
思
ふ
の
は
、
・
孕
安
朝
時

代
に
趨
っ
た
此
の
外
竃
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
之
を
軍
に

國
史
上
の
一
事
件
ε
見
る
の
で
は
な
く
、
も
つ
ご
廣
い
立

場
が
ら
槻
察
し
て
、
外
冠
の
主
膿
、
其
の
性
質
、
入
冠
の

理
由
等
を
明
か
に
し
、
そ
れ
に
依
っ
て
其
の
時
代
に
於
け

る
我
が
國
ビ
牢
島
こ
の
閣
係
の
甲
羅
を
窺
ひ
た
ぐ
思
ふ
の

で
あ
る
Q

二

　
南
海
に
藤
原
純
友
、
東
國
に
李
將
門
の
働
が
あ
っ
て
か

ら
七
八
十
年
ば
か
り
降
っ
た
、
後
一
條
天
皇
の
寛
仁
三
年

（
高
麗
顯
宗
十
年
）
、
此
の
年
三
月
二
十
七
欝
、
朝
鮮
方
面

か
ら
來
た
五
十
艘
ば
か
り
の
賊
船
が
甥
馬
に
入
う
、
島
の

役
所
や
民
家
を
焚
触
し
、
つ
い
で
黒
戸
を
侵
し
、
四
月
七

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
三
　
（
五
〇
七
）



　
　
　
錐
十
一
巷
　
研
究
　
刀
伊
の
賦

日
に
な
っ
て
恰
土
郡
を
嘗
て
博
多
溝
内
に
入
り
、
志
塵
・
早

良
二
郡
の
洛
岸
に
上
陸
し
て
家
を
焼
き
、
民
を
捕
へ
物
を

奪
ひ
、
翌
入
日
に
は
急
難
の
能
古
島
（
残
島
）
に
襟
つ
た
。

時
の
太
宰
府
の
長
官
（
樺
師
）
は
藤
原
隆
家
で
あ
っ
た
が
、

府
兵
を
く
り
出
し
て
博
多
の
警
固
所
を
守
ら
せ
た
。
九
日

の
朝
賊
船
は
ま
た
警
固
所
を
襲
繋
し
、
我
が
兵
に
伐
ち
郷

け
ら
れ
て
能
古
島
に
引
き
還
し
た
〇
十
臼
ご
十
一
臼
ご
は

別
段
の
こ
ご
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
た
ま
く
風
が
強
く

浪
が
荒
か
っ
た
黒
め
、
賊
は
島
を
は
な
れ
す
、
我
が
兵
も

之
を
伐
つ
こ
ご
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
十
二
日

目
賊
は
ま
た
罫
書
郡
の
沿
岸
を
侵
し
た
が
、
我
が
兵
に
討

ち
敗
ら
れ
、
薄
多
溌
を
毘
て
外
洋
に
走
っ
た
。
蒲
し
て
翌

十
三
日
肥
前
國
松
浦
郡
の
海
岸
を
侵
し
て
、
ま
た
我
が
兵

に
盤
た
れ
、
そ
の
ま
＼
萱
岐
・
黒
馬
を
指
し
て
館
つ
で
し
ま

っ
た
。
落
ち
九
州
の
博
多
灘
の
附
近
は
約
一
週
日
の
間
、

或
、
外
賊
の
竃
姦
つ
た
の
で
あ
・
。
（
綱
慧
響
黙

黙
羅
）

　
　
　
　
　
　
　
第
四
献
酬
　
　
“
　
四
　
（
五
〇
八
）

　
寛
仁
三
年
の
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
起
つ
た
外
賊
の

入
冠
は
、
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
松
浦
郡
の
戦

の
際
、
我
が
兵
の
捕
虜
ε
な
っ
た
も
の
は
何
れ
も
高
麗
入

で
あ
っ
た
。
而
し
て
其
の
高
麗
入
は
太
宰
府
の
官
憲
の
訊

問
に
答
へ
て
需
麗
國
、
爲
禦
甲
斐
賊
逡
・
彼
囎
邊
塑
而

還
爲
　
力
伊
被
レ
難
事
」
（
我
等
は
も
ご
刀
懸
賊
の
防
禦
の
爲

め
に
高
麗
の
摂
州
を
守
っ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
却
っ
て

刀
伊
に
捕
は
れ
た
も
の
で
あ
る
）
ご
い
っ
た
か
ら
、
太
宰
府

か
ら
事
實
の
顛
末
を
京
都
の
上
司
に
報
告
し
た
時
、
其
の

解
文
に
入
冠
の
賊
を
つ
多
血
國
賊
徒
し
ご
し
た
。
し
か
し
報

告
し
た
太
宰
府
も
、
之
を
受
け
た
朝
廷
も
、
刀
伊
の
本
膿

は
わ
か
ら
す
、
入
盛
者
を
か
く
欝
す
る
ご
同
時
に
、
高
麗

人
の
雷
は
儒
）
で
、
或
は
彼
等
脅
ら
入
冠
者
で
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ら
う
か
と
疑
っ
て
み
た
Q
然
る
に
数
月
の
後
、

高
麗
の
本
國
か
ら
國
書
を
持
つ
た
使
者
が
逸
り
、
其
の
結

果
刀
伊
の
女
事
た
る
こ
ご
が
到
明
し
た
。
帥
ち
小
右
記
寛

仁
三
年
九
月
二
十
三
日
の
條
に
「
先
臼
太
宰
解
文
注
勇
俳



國
ハ
高
麗
國
牒
注
二
女
眞
國
」
ご
見
え
て
み
る
。

　
さ
て
我
が
國
を
侵
し
て
還
っ
だ
賊
船
は
、
約
孚
箇
月
の

後
、
高
麗
の
水
軍
の
手
に
捕
は
れ
た
。
高
麗
史
顯
宗
世
家

十
年
四
月
丙
辰
（
二
十
九
日
）
の
條
に
「
鎮
漢
船
兵
都
部
署

張
滑
男
等
、
獲
＝
海
賊
八
議
賊
所
レ
掠
日
本
生
口
男
女
二
百
五

十
九
人
、
遣
一
一
諾
意
令
鄭
子
良
押
二
邊
其
國
一
」
ご
あ
る
の
が
そ

れ
で
あ
る
。
捕
は
れ
た
…
場
所
が
元
山
の
海
上
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
鎭
漢
船
兵
都
部
署
ご
あ
る
の
で
わ
か
る
。
鎭
演
は

元
山
に
近
く
威
鏡
線
徳
源
繹
の
束
牢
里
ば
か
り
の
塵
に
あ

っ
た
鎭
城
の
名
で
あ
っ
て
、
此
の
方
面
に
於
け
る
高
麗
の

畝
海
軍
根
捺
地
の
一
で
あ
る
。
ま
だ
捕
は
れ
た
賊
船
は
五
十

艘
の
中
の
入
艘
で
あ
っ
て
、
其
の
全
都
で
は
な
か
っ
た
。

で
、
高
麗
は
刀
工
か
ら
蕉
ひ
か
へ
し
だ
我
が
國
の
捕
虜
二

百
五
十
九
人
を
邊
還
さ
せ
る
爲
め
に
、
使
者
を
出
し
た
の

で
あ
る
が
、
其
の
使
者
鄭
．
子
良
は
八
・
九
月
の
こ
ろ
我
が
國

に
來
た
。
入
冠
の
賊
徒
が
女
王
で
あ
る
旨
を
叙
べ
た
高
麗

の
國
書
を
も
た
ら
し
た
の
は
死
の
入
で
あ
る
。
た
い
し
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
執

　
　
　
第
十
一
巻
、
、
　
研
　
究
　
　
刀
　
併
　
の
　
賊

の
國
書
は
今
ま
傳
は
ら
訟
。

　
こ
こ
ろ
で
刀
伊
の
賊
徒
は
、
何
故
海
上
遙
か
に
我
が
國

を
侵
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
入
憲
の
目
的
は
何
で
あ
っ
た

の
で
あ
ら
う
か
。
先
づ
冠
賊
こ
し
て
の
彼
等
の
行
動
に
注

意
す
る
ご
、
事
愛
の
顛
末
を
叙
べ
た
太
宰
府
の
解
交
に

　
其
賊
徒
之
船
、
士
長
十
二
箇
尋
、
或
八
九
尋
、
｛
船
之
嬢
三
四
十
許
、

　
所
レ
粟
五
六
十
人
、
｝
ご
二
十
・
入
、
糊
讐
力
奔
鵬
鷹
、
次
一
欝
「
｝
弓
，
矢
蹄
質
レ
楯
者
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ

　
八
十
人
許
相
…
從
、
如
レ
此
一
二
十
除
、
登
レ
山
絶
巨
野
、
斬
｝
嚢
馬
牛
嚇
又

　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
屠
鴇
犬
肉
璽
嬢
兇
童
、
皆
悉
斬
殺
男
女
怯
（
比
？
）
者
、
追
取
載
レ
船

　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ
　
　
や
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ
　
あ
　
へ

　
四
五
百
人
、
三
所
昌
蓮
三
一
酒
米
同
類
不
知
三
三
、

と
あ
る
。
之
に
依
っ
て
賊
徒
の
行
動
が
よ
く
わ
か
る
。
又

た
小
右
記
に
依
る
ご
、
．
筑
前
の
志
摩
・
早
良
・
恰
土
の
三
郡

能
古
農
、
及
び
壼
肢
・
甥
馬
に
於
い
て
兇
賊
の
由
れ
に
輿
へ

π
損
憲
、
次
の
蓼
で
あ
っ
た
。
（
小
右
詑
、
寛
仁
三
年
山
ハ
ロ
〃
二
十
九
n
目
の
條
）

籍
歳
一
入
吾
四
＋
芙
鰍
鷺
羅
蒲
廿
蘇
轡
魁

　
頭
、置

焚
六
華
人
響
軟
母
語
灘
勲
鴎
離
燦

　
三
二
二
食
一

　
牛
轟
．
六
疋
、

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
糀
　
　
　
　
五
　
（
五
〇
九
）



　
　
第
十
∵
谷
　
　
　
研
　
究
　
　
　
刀
　
俳
　
の
　
㎝
燃
、

埜
郡
三
二
華
人
趨
婿
鍛
就
鋤
輪
糊
謙
蝉

　
人
ハ
男
滑
入
人
、
女
童
並
頁
七
十
入
人
）
、

　
牛
馬
骨
三
疋
頭
ハ
牛
十
六
頭
、
馬
堀
入
港
）

讐
焚
九
入
鹸
墜
讐
鳳
縮
四

萱
岐
島

　
穿
藤
原
理
忠
被
”
㎞
殺
害
↓
蟹
整
頓
羽
島
内
入
民
百
四
十
八
人
．
男
四

　
十
四
人
、
法
師
十
六
人
、
董
廿
九
人
、
女
五
十
九
人
、
被
｝
追
取
一
女
等

　
二
百
班
九
人
、

慧
留
人
民
念
入
儲
解
論
耀

鋤
馬
島

　
銀
穴
焼
損
了
云
々
、

被
馨
λ
夫
入
．
被
・
叢
λ
草
六
二
催
湛
織
驚

　
女
五
十
山
馬
入
、
以

　
上
冨
三
十
四
人
、

上
縣
郡
百
四
十
一
入

被
馨
λ
九
人
華
叢
・
娑
童
誓
竺
削
字
汁
飲
女

下
馴
郡被

・
馨
男
女
誓
芙
蚕
叢
・
婁
童
九
夫
人
鍵
歎

候
　
〔
此
の
聞
に
脱
丈
が
あ
ら
う
Ψ

　　

ﾙ
三
夏
＋
二
人
諸
職
壌

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
　
六
　
（
五
鳳
○
）

　
被
轟
焼
亡
一
人
々
住
宅
描
五
七
、

簸
徒
鞍
祠
切
喰
驚
夏
＋
九
疋
頭
輪
粋
編
い

此
の
内
、
能
古
島
の
九
人
は
、
被
殺
害
奢
及
び
被
務
の
総

数
で
あ
ら
う
。
前
に
脱
交
の
あ
る
ら
し
い
「
井
三
百
八
十

二
人
」
は
肥
前
松
浦
郡
の
分
か
ご
患
は
れ
る
が
、
こ
れ
も

各
別
に
示
さ
れ
て
な
い
。
今
ま
假
に
是
等
を
除
外
し
、
其

の
遍
別
砂
面
か
な
も
の
、
各
に
つ
い
て
合
糞
す
る
ご
、
次

の
数
字
が
得
ら
れ
る
。

　
被
　
殺
　
害
者
　
　
　
　
　
男
女
童
　
計
　
　
　
四
六
三
人

　
被
　
　
　
　
　
揚
　
　
　
　
　
岡
　
　
　
計
　
　
一
、
二
八
○
人

し
て
見
る
と
、
被
鯵
の
数
は
覆
殺
害
者
に
比
し
て
遙
か
に

多
く
、
三
倍
に
近
い
こ
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ざ
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
特
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
そ
れ
か
ら
高
麗
の
使
三
三
子
良
が
、
刀
伊
か
ら
癖
還
せ

ら
れ
穴
冠
務
を
俘
れ
て
団
団
に
來
る
前
に
、
其
の
一
小
部

分
が
蹄
幽
し
た
が
、
其
の
事
を
京
都
の
朝
廷
に
報
じ
た
太

宰
府
の
解
轟
朧
整
欝
雪
融
蕪
砒
鎧
蘇
鞭

’



■

甥
甥
騨
灘
被
）
の
中
に
は
、
面
自
い
事
實
姦
べ
て
あ

る
。
初
め
賊
徒
が
欝
馬
島
の
上
縣
郡
を
襲
う
た
時
、
鋼
二

代
前
向
諸
近
丼
に
盆
ハ
の
家
族
が
賊
の
捕
虜
ご
な
っ
た
。
さ

う
し
て
賊
船
に
話
せ
ら
れ
た
ま
、
、
こ
う
す
る
こ
ご
も
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
賊
が
肥
筑
の
浩
岸
を
侵
し
、

鶴
途
再
び
甥
馬
に
立
ち
よ
っ
た
時
、
諸
近
だ
け
は
陸
地
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

逃
げ
上
っ
て
家
に
還
っ
た
。
し
か
し
母
も
伯
母
も
妹
も
妻

も
子
も
、
義
者
も
、
皆
な
賊
に
引
き
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た

か
ら
．
そ
れ
羽
十
籐
人
の
一
家
の
ゆ
く
へ
を
た
つ
ね
る
爲

め
に
、
　
ム
ハ
R
月
土
窯
五
日
，
　
私
か
に
・
小
船
に
乗
っ
て
魯
尚
…
㎜
鹿
に
渡

り
、
金
海
府
に
於
い
て
其
の
事
情
を
う
ち
あ
け
た
。
と
こ

ろ
が
彼
の
國
の
遥
事
は
次
の
如
く
答
へ
た
。

　
刀
伊
賊
徒
、
先
日
到
　
墨
壷
國
（
殺
レ
人
掠
レ
物
、
欲
鴨
力
戦
乏
間
、
逐
電

　
赴
鳶
本
譜
侃
舞
舟
焚
兵
、
霜
待
之
間
、
無
幾
還
向
、
重
孕
滅
海

　
擾
↓
側
豫
等
張
彷
所
一
儲
｝
　
黄
緯
論
調
嚇
所
々
襲
撃
、
悉
蹴
撃
殺
了
、
其

　
中
多
有
　
日
本
國
之
戯
者
い
彼
五
箇
所
之
内
、
且
三
箇
所
所
レ
進
三
百

　
官
人
也
．
待
レ
集
・
遽
こ
箭
所
之
入
嚇
乗
“
甜
、
可
レ
被
レ
蓮
…
日
本
國
之
由
、

　
　
　
策
十
一
巷
　
研
究
　
刀
俳
の
賊

　
己
有
昌
公
定
繭
早
還
轟
鍬
馬
島
納
可
レ
申
二
此
由
一
巻
、

太
宰
府
の
解
に
か
う
あ
る
。
高
麗
の
水
軍
が
、
我
が
國
に

向
つ
た
賊
船
の
還
っ
て
く
る
の
を
待
ち
う
け
て
み
た
こ
ご

は
、
之
に
依
つ
で
わ
か
る
の
で
あ
っ
て
、
高
麗
史
に
は
此

の
聞
の
溝
息
を
傳
へ
た
記
事
は
何
も
な
い
。
高
麗
史
の
記

事
は
既
記
の
如
く
簡
古
で
、
鎮
演
習
兵
器
部
署
張
濡
男
等

が
、
海
賊
船
入
艘
を
捕
獲
し
、
其
の
平
浅
ご
な
っ
て
み
た

日
本
の
男
女
二
百
五
＋
九
人
を
奪
還
し
た
か
ら
、
供
騨
倉

鄭
子
良
を
し
て
本
國
に
押
邊
さ
し
た
ご
い
ふ
だ
け
で
あ
る

金
海
府
の
野
駈
の
言
こ
し
て
の
「
彼
五
箇
所
之
内
、
且
、
三
箇

所
所
レ
…
進
三
百
狐
釣
也
」
は
、
之
に
蒙
る
の
で
あ
ら
う
が
、

他
の
こ
箇
所
の
水
軍
の
手
に
救
は
れ
た
と
い
ふ
被
務
に
つ

い
て
は
、
別
に
其
の
動
静
を
傳
へ
だ
も
の
が
な
い
。
而
し

で
五
箇
所
ビ
い
ふ
の
は
鎭
演
附
近
の
州
懸
で
あ
ら
う
．
「
己

有
公
定
」
は
、
鄭
子
良
を
遣
は
し
て
被
霧
を
押
邊
さ
せ
よ
う

こ
す
る
高
書
の
廷
議
の
既
に
決
定
し
で
る
た
の
を
意
昧
す

る
。
さ
て
長
本
諸
近
の
金
海
府
に
赴
い
た
時
、
湛
還
せ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
錐
四
號
　
　
　
　
　
七
　
（
五
一
一
）



脅

　
　
　
策
十
一
谷
　
　
研
　
究
　
　
刀
　
併
　
の
　
賊

る
べ
き
被
霧
は
、
丁
度
そ
こ
に
る
た
の
で
あ
る
か
ら
、
諸

近
は
彼
れ
の
一
家
の
溝
息
を
問
ひ
た
や
し
た
ε
こ
ろ
、
な

さ
け
な
く
も
、

　
賊
徒
懸
軍
呂
着
高
麗
地
一
之
闇
、
鑑
識
紫
黒
高
麗
入
暗
以
咽
品
題
鷹
絹

　
者
一
皆
入
レ
海
了
、
汝
母
並
妻
、
妹
等
、
皆
高
麗
筆
者
、

ε
い
ふ
答
を
得
た
。
諸
近
は
毒
毒
し
て
館
國
の
途
に
つ
い

た
。
し
か
し
其
の
ま
、
繋
れ
ば
、
無
縫
幽
國
の
故
を
以
て

法
に
問
は
れ
る
か
ら
、
其
の
申
し
ひ
ら
き
の
謹
人
ご
す
る

爲
め
、
金
海
府
に
集
ま
っ
て
み
る
被
務
の
申
か
ら
、
十
人

の
女
子
を
乞
ひ
受
け
、
そ
れ
を
透
れ
て
露
國
し
た
。
十
入

の
二
人
は
、
内
店
石
女
・
多
治
比
阿
古
見
こ
い
ふ
も
の
で
あ

っ
て
、
太
宰
府
に
來
b
、
刀
炉
賊
に
捕
は
れ
て
か
ら
、
鰭

國
の
際
に
至
る
ま
で
、
慮
ら
目
蓋
し
た
ご
こ
ろ
を
仔
細
に

蜂
蜜
し
た
。
小
右
記
に
載
せ
て
あ
る
七
月
三
田
附
の
次
の

串
文
は
、
そ
れ
を
交
書
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
讃

者
を
し
て
刀
傍
の
暴
行
の
歌
を
ま
の
あ
た
b
見
る
や
う
な

戚
を
起
さ
せ
る
8
同
時
に
、
其
の
海
賊
と
し
て
横
行
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　

入
（
五
一
二
）

主
要
な
る
目
的
を
窺
知
せ
し
め
る
維
好
の
資
料
で
あ
る
。

（小

?
三
十
欝
の
條
）

　
内
藏
石
女
等
解
塵
潅
串
丈
一
事
、

　
　
注
申
被
・
追
鵡
取
刀
伊
賊
徒
一
罷
尚
高
麗
國
一
海
路
難
事
、
並
舗
＝
参

　
　
本
義
一
案
内
等
量
、

　
右
石
女
、
安
樂
寺
所
領
筑
前
國
志
摩
郡
板
持
荘
之
住
人
，
阿
古
見

　
封
馬
住
人
・
也
、
而
並
被
レ
追
昌
乗
賊
船
哨
日
來
之
聞
、
見
鳥
其
案
内
碗
所
々

　
合
職
之
日
、
石
女
等
臨
調
爾
船
之
内
、
中
矢
賊
徒
五
人
也
、
蒲
著
＝
封

　
馬
町
政
一
之
聞
、
皆
以
死
恥
、
此
外
傍
類
船
、
被
レ
疾
死
亡
者
．
魁
レ
日
ズ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
ソ
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
　
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む

　
噺
、
愛
臥
具
着
高
麗
二
三
乏
後
、
賊
徒
等
、
侮
日
未
明
之
間
、
上
　
醇
地
輔

　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
り

　
三
一
潅
燧
三
島
等
之
入
宅
叫
蓮
物
取
レ
入
也
、
三
期
懸
・
一
島
衣
撰
・
取
ザ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　

　
批
之
考
↓
三
三
三
三
之
者
嚇
叉
日
本
三
者
之
中
、
三
鷹
者
、
皆
以
入

　
海
㍗
洗
脳
論
評
下
竜
飾
痴
癒
秘
蜘
一
二
⑳
国
益
彫
師
伽
か

壌
酌
織
賜
礫
慌
懸
欝
い
藤
國
兵
糧
百
鍍
繋
撃

　
レ
賊
、
裳
賊
入
等
、
働
レ
力
難
轟
合
戦
哨
依
｝
高
麗
之
勢
猛
｛
無
昌
敢
相
敵
之

　
者
勲
其
高
麗
國
船
之
膿
、
高
大
、
兵
侯
多
儲
、
覆
滅
殺
レ
人
、
賊
徒
不

　
レ
塩
皿
彼
猛
ハ
船
中
殺
　
害
悪
γ
虜
之
入
際
ハ
或
叉
入
ヒ
海
、
石
女
等
、
同
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
終
？
）

　
被
レ
入
レ
海
浮
レ
浪
、
伍
合
職
案
内
、
不
レ
能
一
見
給
帖
無
レ
幾
、
有
昌
高
麗
船
嚇



肋

扶
了
、
郎
口
急
所
γ
命
蘇
生
一
也
、
但
見
駁
被
　
救
乗
一
船
之
内
拍
選
士
不

レ
蠣
“
例
、
□
□
遣
二
重
、
上
立
レ
櫓
、
左
右
各
四
枝
、
別
所
レ
漕
之
水
手
坐

論ハ

?
、
七
癖
之
士
二
十
齢
肺
鹿
瀬
、
｝
小
い
縣
騨
織
捌
、
叫
久
蝋
山
力
・
七
八
枝
也
、
．
般

面
以
餓
造
レ
角
、
緩
衝
敬
賊
墾
之
料
也
、
舟
中
儲
藤
具
鐡
甲
冑
．

大
小
鉾
・
熊
手
等
｝
也
、
兵
士
面
々
、
各
々
執
嵩
持
之
↓
又
入
嵩
大
石
ハ
霊
祠

鼠
賊
麟
一
意
他
器
長
大
、
已
以
同
ゲ
前
、
合
戦
事
駒
之
後
、
石
女
等
一

類
齋
町
人
、
各
給
騨
馬
軸
近
昌
金
海
釣
乏
途
中
、
十
五
箇
臼
．
侮
レ
騨

以
銀
器
㎜
供
給
、
其
勢
尤
豊
、
官
使
麹
町
、
偏
雰
レ
勢
篇
汝
等
納
只
奉
奪
黙

重
豊
本
一
也
者
、
着
轟
金
海
府
乏
後
、
先
以
昌
白
布
一
各
充
欄
表
嚢
↓
兼
獄
昌

美
食
一
瓢
堕
石
女
等
↓
六
月
滑
繍
一
臼
之
闇
凹
、
令
濫
安
置
㌦
彼
山
肘
一
裳
封
膿
漏
判

官
代
長
二
三
近
爲
レ
尋
丁
訪
被
並
追
回
賊
徒
乏
三
三
子
等
昂
到
轟
來
高

麗
國
雨
聞
轟
母
子
之
死
亡
↓
欲
レ
蹄
路
本
朝
嚇
秘
儒
鵡
謹
鎌
嚇
申
呂
講
轡
女
十

人
↓
離
岸
之
臼
、
彼
朝
公
家
、
三
隅
給
四
三
料
哨
入
割
白
米
参
斗
、
干
魚

一
隻
、
兼
三
七
食
雨
課
金
海
至
嘱
召
集
之
臼
本
人
、
並
三
百
韓
人
、

是
三
箇
所
軍
船
所
遙
也
．
残
二
箇
所
入
略
図
集
之
後
．
差
レ
使
可
昌

一
項
贈
之
由
、
且
言
瓢
上
公
家
一
者
、
往
友
案
内
、
言
上
如
レ
件
、

　
寛
仁
三
年
七
月
三
β
　
　
　
　
　
　
多
治
比
阿
古
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
藏
石
女

　
　
第
十
輔
巻
　
　
研
　
究
　
　
刀
　
俳
　
の
　
賊

、
此
の
解
文
を
護
み
絡
）
、
さ
き
に
引
い
て
お
い
た
、
刀

傍
の
入
竃
桑
時
の
太
宰
府
の
解
文
の
↓
節
、
我
が
國
の
被

鯵
が
金
海
府
に
於
い
て
諸
近
の
問
に
答
へ
た
語
．
等
を
墾

照
す
る
ご
、
多
難
の
襲
撃
の
極
め
て
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ

っ
た
こ
ご
が
わ
か
る
。
即
ち
彼
等
は
其
の
逮
賂
す
る
各
地

に
於
い
て
、
相
手
の
高
麗
入
た
る
ご
、
H
本
入
た
る
ご
を

問
は
す
、
や
π
ら
に
住
民
を
捕
へ
、
其
の
中
か
ら
強
幾
な

る
男
女
を
選
び
ご
り
、
老
入
や
病
溺
な
る
も
の
は
、
無
惨

に
も
片
端
か
ら
打
ち
殺
し
た
う
、
海
中
に
投
じ
π
わ
し
た

民
家
を
焼
い
た
り
、
牛
馬
財
物
を
掠
め
た
の
は
、
改
め
て

い
ふ
ま
で
も
な
い
。
し
て
み
る
ご
、
刀
伊
の
海
賊
こ
し
て

横
行
す
る
目
的
は
、
入
ざ
わ
ご
掠
奪
ご
に
あ
っ
た
に
蓮
ひ

な
く
、
彼
等
の
我
が
國
に
與
へ
た
損
害
の
薮
宇
が
、
亦
た

明
か
に
そ
れ
を
物
語
っ
て
み
る
。
さ
う
し
て
人
ご
り
を
す

る
の
は
、
之
を
携
へ
蹄
っ
て
奴
隷
に
す
る
爲
め
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
Q
特
に
強
鼎
　
な
る
も
の
を
選
び
取
る
理
由
は
そ

こ
に
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爵

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
九
　
（
五
＝
二
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
研
究
　
刀
傍
の
賊

　
朝
鮮
語
で
外
夷
を
酔
9
虚
。
ヨ
こ
い
ふ
。
轄
じ
て
、
・
相
手

を
罵
り
賎
し
む
語
ε
し
て
も
用
ゐ
ら
れ
る
。
ま
ヨ
は
ぼ
午

き
ヨ
（
彼
奴
）
、
き
ヨ
肯
疑
（
奴
輩
）
等
の
無
く
賎
罵
の
辞
で

あ
る
か
ら
、
孟
秋
の
義
は
叶
9
に
存
す
る
Q
握
世
珍
の
訓

蒙
字
愈
醐
製
土
掘
鮮
に
も
、
夷
戎
・
攣
秋
・
葦
虜
を
皆

な
鞘
（
伴
9
）
ε
訓
じ
て
あ
る
Q
着
駅
は
鞭
ち
8
凶
の
習
謬
で

あ
っ
て
、
高
麗
時
代
に
は
主
こ
し
て
女
眞
を
呼
ぶ
辮
で
あ

っ
た
の
で
あ
ら
う
Q
女
偏
は
高
麗
の
長
城
外
に
厨
す
る
青

島
の
東
北
部
か
ら
、
、
満
洲
一
帯
の
地
に
擦
っ
て
ゐ
π
。
郎

ち
挿
接
遽
の
轟
轟
以
北
、
卒
安
富
の
東
北
部
．
鴨
緑
江
及

び
豆
濡
江
の
流
域
、
松
花
江
の
全
流
域
、
黒
寵
江
の
下
流

域
i
是
等
の
地
方
は
皆
な
女
奨
の
住
地
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
刀
伊
が
女
眞
で
あ
る
ε
す
れ
ば
、
我
が
國
を
侵
し

た
も
の
は
何
庵
か
ら
煮
た
か
ご
い
ふ
問
題
が
越
る
が
、
そ

れ
は
姑
く
濃
き
、
彼
等
の
冠
賂
を
被
っ
た
の
は
我
が
國
だ

け
で
は
な
い
。

三
・

第
四
號

一
〇
（
五
叫
四
）

　
朝
鮮
江
原
道
の
薦
珍
の
舞
戸
約
九
十
海
里
、
日
本
海
の

中
に
あ
る
著
し
い
島
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
欝
陵
島
で
あ

る
。
此
の
島
は
周
圏
十
里
二
十
六
町
、
東
西
ご
南
北
ビ
の

長
さ
が
麗
々
同
じ
く
。
最
も
磨
ハ
い
所
が
一
一
里
一
ご
十
鈴
鳳
捌
」
の

る
。
中
央
に
標
高
九
百
入
十
三
米
突
の
高
い
山
が
雀
え
、

周
園
に
そ
れ
よ
り
低
い
峯
が
澤
山
あ
っ
て
、
漸
次
海
面
に

六
っ
て
低
下
し
て
み
る
。
客
地
は
海
岸
線
に
思
う
て
ご
こ

ろ
み
＼
に
あ
る
だ
け
で
、
無
論
黒
く
は
な
い
が
、
相
當
多

数
の
人
口
を
容
れ
得
る
。
而
し
て
地
味
は
比
較
的
豊
か
で

あ
り
、
天
然
の
物
産
に
も
乏
し
く
な
い
か
ら
、
此
の
島
だ

け
で
濁
立
の
生
活
を
望
む
こ
ご
が
で
き
る
。

　
紀
元
第
三
世
記
の
初
め
、
曹
魏
の
界
思
差
は
高
句
麗
を

伐
ち
、
重
菟
郡
の
太
守
王
顧
を
遣
は
し
て
、
南
沃
沮
（
威

鏡
南
瀧
威
興
）
に
奔
っ
た
高
句
麗
王
宮
を
追
ひ
か
け
さ
し

た
が
、
其
の
事
實
を
叙
べ
た
魏
志
東
夷
傳
（
沃
沮
の
條
）
の

酵



選
留
手
輩
甑
鶴
響
轟
貰
手
忌
服
昌

其
誉
老
ハ
海
東
復
有
レ
入
不
、
誉
老
母
、
國
入
幽
幽
レ
船
捕
魚
。
遭
レ

風
見
レ
吹
数
十
日
、
東
得
二
迎
撃
有
λ
、
言
語
不
稲
曉
脂
燭
俗

常
以
＝
七
月
論
判
董
女
一
期
レ
海
」
ご
あ
る
。
こ
れ
は
疑
ひ
も
な

く
欝
陵
島
を
指
し
π
も
の
で
、
此
の
島
に
画
す
る
記
事
ご

し
て
は
最
も
憎
い
Q
た
や
其
の
住
民
が
何
で
あ
る
か
を
示

し
て
な
い
が
、
漢
魏
蒔
代
の
聞
、
今
の
江
原
道
ご
成
鏡
鞍

の
定
李
以
南
の
部
分
が
滅
族
の
住
地
で
あ
っ
た
閣
係
か
ら

推
し
て
、
そ
れ
は
溝
の
移
住
者
で
あ
っ
た
ら
う
ε
思
は
れ

る
。
西
晋
の
末
（
紀
元
第
四
世
紀
の
初
め
）
樂
浪
・
…
帯
方
こ

郡
が
亡
び
、
高
句
麗
・
百
濟
・
新
羅
の
鼎
立
の
時
代
に
な
る

ご
、
瀕
は
三
國
の
間
に
介
在
す
る
濁
立
の
勢
力
ご
な
っ
た

而
し
て
そ
れ
が
高
句
麗
の
領
内
に
没
し
た
の
は
、
束
晋
の

末
（
紀
元
第
五
世
紀
の
初
め
）
廣
開
土
王
が
其
の
地
方
を
征

服
し
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
魚
燈
た
る
欝
陵
島
の
滋
は

宇
島
の
形
勢
如
何
に
拘
ら
す
、
非
常
に
長
い
間
、
猫
立
乃

至
牢
獅
立
の
三
面
を
維
持
し
て
み
た
。
即
ち
新
羅
の
智
謹

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
刀
　
伊
　
の
　
賊

王
が
將
軍
異
斯
夫
に
命
じ
て
、
干
山
國
ご
罪
し
て
み
た
此

の
國
を
伐
た
せ
た
の
は
、
南
北
朝
の
中
頃
へ
紀
元
第
六
癒

紀
の
中
頃
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
約
四
百
年
の
間
は
新
．

羅
に
屡
し
、
新
羅
が
亡
ん
で
後
は
又
た
高
麗
に
薦
し
て
、

を
り
一
朝
貢
し
た
。
我
が
國
へ
は
一
條
天
皇
の
寛
弘
元

年
（
紀
元
第
十
一
世
紀
の
初
頭
）
一
行
十
一
人
の
干
陵
島
人

が
因
幡
國
に
來
た
（
藤
原
行
成
櫃
記
）
。
子
陵
島
は
い
ふ
ま
で
も
な
く

欝
陵
島
で
、
こ
れ
は
高
麗
に
朝
貢
し
よ
う
ご
し
た
途
中
、

風
の
爲
め
に
吹
き
流
さ
れ
て
漂
着
し
だ
も
の
ら
し
い
。
此

の
時
源
高
命
及
び
藤
原
有
爵
の
作
っ
た
詩
が
本
朝
麗
藻
に

膿
め
ら
れ
て
る
る
が
、
有
國
の
詩
題
に
は
、

　
高
麗
蕃
徒
之
中
、
有
新
羅
國
迂
陵
島
入
折
競
挽
之
者
↓
其
文
不

　
優
、
旗
知
「
｝
詩
醗
瓦
解
輝
励
四
日
嚇
予
習
し
篤
繭

ご
あ
る
。
高
麗
に
朝
貢
さ
せ
る
使
者
で
あ
る
か
ら
、
特
に

詩
文
の
広
め
る
も
の
を
選
ん
だ
の
で
あ
ら
う
が
、
之
に
依

っ
て
當
時
の
子
山
國
の
文
化
の
程
度
の
一
斑
を
察
す
る
こ

ご
が
で
き
よ
う
。
藤
原
公
任
が
、

　
　
　
㌔

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
一
一
　
（
五
一
五
）
　
　
　
馳



　
　
　
第
十
一
巻
　
研
究
　
刀
俳
の
賊

　
　
お
ぼ
っ
か
な
う
る
ま
の
島
の
人
な
れ
や

　
　
　
　
　
我
恨
む
る
を
し
ら
す
か
ほ
な
る

ご
詠
ん
だ
の
も
、
此
の
時
の
こ
ご
で
あ
る
。
而
し
て
此
の

子
山
霊
人
の
漂
着
は
、
寛
仁
三
年
（
西
紀
一
〇
一
九
）
の
刀

伊
の
入
津
に
先
だ
つ
十
五
年
の
事
で
あ
っ
な
。

　
こ
こ
ろ
で
高
麗
史
を
見
る
ご
、
子
山
景
に
關
す
る
次
の

や
う
な
事
實
が
傳
は
つ
て
み
る
。

風
動
九
矢
刎
戦
憲
）
土
月
．
以
吉
敷
被
・
東
北
女
眞
所
簑

　
｛
駿
申
農
業
畑
遣
轟
李
元
題
一
賜
嵩
曲
辰
盤
暗

顯
宗
＋
象
潔
鰍
）
背
昴
孟
國
艮
暮
藪
紅
鶴
掠
一

　
來
奔
者
、
悉
令
レ
智
嚢
、

顯
宗
＋
三
年
（
刀
伊
入
憲
の
後
三
年
）
七
月
孚
都
門
ハ
馬
婆
雷
鷺

　
被
一
一
女
筑
虜
掠
一
逃
來
者
、
虞
之
禮
州
鋤
簸
繍
既
官
鈴
資
料
？
氷
爲
凱

　
編
填
從
乏
．

絶
望
の
入
冠
の
前
後
、
欝
陵
島
の
干
山
國
は
た
び
一
女

興
に
犯
さ
れ
た
。
i
高
麗
吏
に
は
記
事
の
遽
漏
．
が
多
い

か
ら
．
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
が
o
i
又

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
　
一
二
　
　
（
五
｝
山
ハ
）

た
万
伊
入
墨
の
後
十
三
年
、
高
麗
史
の
徳
宗
世
家
元
年
の

條
に
は
次
の
記
事
が
あ
る
。

　
十
一
月
丙
子
、
羽
立
城
主
．
輩
二
夫
評
価
多
郎
一
概
、
獣
王
物
暗

帥
ち
子
山
子
の
朝
貢
の
事
實
を
傳
へ
た
も
の
で
あ
る
。
此

の
後
約
百
華
年
の
間
、
子
山
國
の
溝
息
は
、
現
存
の
吏
料

の
上
で
は
全
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
う
し
て
十
二
世

紀
の
な
か
ば
に
な
る
ご
、
藤
陵
島
（
欝
血
島
）
の
名
に
於
い

て
轟
び
史
上
に
現
は
れ
る
。
先
づ
注
慧
を
惹
く
の
は
、
高

麗
史
仁
宗
世
家
の
、

　
＋
九
年
（
噸
孟
秋
七
昌
家
越
州
道
監
穫
講
實
韓
入

　
入
榊
蔚
陵
島
↓
取
昌
菓
核
・
木
葉
異
常
者
一
筆
獣
、

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
盆
山
國
に
博
し
て
何
事
を
語
る
も
の

で
あ
ら
う
か
。
更
に
十
七
年
降
っ
て
、
高
麗
史
毅
宗
樋
家

の
十
一
年
（
西
紀
一
一
五
七
）
の
條
を
見
る
ご
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o
　
o
σ
　
o
　
o

　
五
月
置
王
聞
丁
東
海
中
有
昂
朋
陵
島
璃
地
誌
土
肥
、
蕉
有
昌
甥
縣
ハ
可
巾
以

　
　
　
　
　
　

　
居
ひ
民
．
重
重
画
道
監
倉
殿
中
内
忍
事
金
儲
立
↓
往
覗
、
柔
立
画
奏
、

　
土
多
　
巖
石
柱
民
不
レ
可
レ
居
遽
疲
呂
其
飲
用



ご
い
ひ
、
同
じ
事
實
は
ま
た
高
麗
史
地
理
志
の
甫
三
面
の

條
の
註
に
、

尊
皇
寮
縣
翻
正
嘉
虫
新
羅
時
多
出
國
三
歳
陵

　
山
云
呂
羽
陵
“
地
方
百
里
、
智
，
謹
王
十
二
年
來
降
、
太
租
十
三
年
、
其

　
島
人
使
　
白
吉
・
土
豆
闘
獣
・
方
物
↓
毅
宗
十
一
年
、
王
畿
田
町
陵
地
廣
土

　
肥
、
蕗
有
一
州
縣
甫
可
中
警
固
ゆ
民
．
遣
一
演
長
道
監
倉
金
柔
立
一
往
覗
、
柔

　
立
回
転
云
島
中
有
昌
大
虫
從
｝
面
頂
一
向
レ
東
行
至
海
一
萬
三
園
向

　
γ
西
行
一
萬
三
千
盤
歩
、
向
レ
南
行
鳳
萬
五
千
鶴
歩
、
向
レ
北
行
八
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
り

　
　
　
　
む
　
り
　
む
　
む
　
り

　
絵
歩
、
有
昂
村
落
墓
配
置
所
ハ
有
一
石
佛
・
鐵
鐘
・
石
塔
↓
多
生
髭
木
暮
書
陶

　
本
・
石
南
草
“
然
多
昌
岩
石
↓
民
不
レ
可
F
居
．
逡
三
略
回
議
｛

ご
記
る
さ
れ
て
あ
る
。
讃
み
來
っ
て
知
ら
れ
る
事
實
は
、

紀
元
第
十
一
世
紀
の
初
め
、
頻
り
に
女
最
（
の
竃
略
を
被
り

さ
う
し
て
高
麗
の
庇
護
を
得
て
み
た
子
山
國
が
、
十
一
灌

紀
の
中
ご
ろ
に
は
、
齋
條
た
る
村
落
の
基
町
七
所
ご
、
石

塁
・
鐵
鐘
右
塔
読
物
に
其
の
な
ご
り
を
留
め
、
島
が
無
人

の
境
ご
化
し
去
っ
て
か
ら
や
、
久
し
き
を
経
だ
ら
し
い
こ

ご
で
φ
る
。
帥
ち
日
本
海
上
に
於
い
て
、
上
代
か
ら
特
別

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
．
刀
　
伊
　
の
　
賊

な
る
姦
吏
を
も
つ
て
み
た
干
山
國
は
、
十
一
世
紀
の
問
に

全
く
つ
ぶ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
に
つ
ぶ
れ
た

で
あ
ら
う
か
Q
そ
れ
に
つ
い
で
は
多
言
を
要
し
な
い
。
所

謂
刀
伊
賊
ビ
し
て
我
が
筑
紫
の
海
上
に
現
は
れ
た
女
眞
の

海
賊
は
、
前
後
頻
り
に
此
の
國
を
侵
し
、
其
の
民
を
虜
に

し
、
或
は
之
を
殺
し
て
、
途
に
全
島
を
塞
し
く
し
π
の
で

あ
ら
う
。
そ
れ
で
、
我
が
國
に
來
た
8
エ
副
9
昌
の
恐
し
さ

を
一
暦
強
一
戚
せ
ざ
る
を
得
な
い
ご
同
時
に
、
我
が
記
銀

の
光
に
照
ら
し
て
、
子
山
國
の
老
弱
男
女
が
如
何
に
惨
酷

な
る
取
扱
ひ
を
受
け
た
か
を
容
易
に
想
像
す
る
こ
ざ
が
で

き
る
。

四

　
女
眞
の
海
賊
は
、
欝
陵
島
の
干
山
國
や
、
我
が
國
の
西

睡
だ
け
を
冠
略
し
た
の
で
は
な
い
。
高
麗
の
東
海
岸
は
、

百
五
十
年
ば
か
り
の
間
、
年
々
歳
々
彼
等
に
…
悩
ま
さ
れ
て

み
だ
の
で
あ
る
。
た
い
之
に
齢
す
る
高
麗
芝
の
記
載
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
コ
ご
　
（
五
一
七
）



　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
刀
　
伊
　
の
　
賊

　
亀
　
亀

極
め
て
簡
軍
で
あ
る
か
ら
、
我
が
國
の
記
録
か
ら
の
如
く

詳
し
い
事
實
を
知
る
こ
ε
は
で
き
な
い
。
寄
る
時
に
は
賊

船
の
数
が
十
艘
、
十
五
艘
、
三
十
艘
で
あ
っ
た
と
か
、
儲

る
時
に
は
其
の
中
の
若
干
を
捕
獲
し
た
こ
か
、
或
る
時
に

は
肯
同
…
…
麗
入
・
七
十
人
が
櫨
卿
し
去
ら
れ
た
ざ
か
、
」
搾
る
臓
門
に
は

四
五
十
人
の
賊
徒
を
生
馬
し
た
こ
か
、
概
し
て
各
の
事
獲

の
要
を
摘
ん
だ
記
事
で
あ
る
。
し
か
も
賊
徒
に
侵
さ
れ
た

州
縣
の
名
は
、
一
々
継
げ
て
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

通
槻
す
る
ε
、
北
は
元
由
灘
頭
の
鎭
漢
か
ら
、
南
は
慶
爾

南
道
の
蔚
山
に
及
ん
で
み
る
。
さ
う
し
て
其
の
冠
路
が
長

年
月
の
問
、
…
幾
回
ご
な
く
繰
り
か
へ
さ
れ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
高
而
鹿
は
水
軍
を
備
へ
、
城
壁
を
一
築
き
．
戊
兵
を
置
い

て
、
頗
る
防
禦
に
努
め
た
。

　
か
や
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
海
賊
が
封
馬
水
菰

を
越
え
て
、
博
多
濾
の
沿
岸
を
侵
し
だ
の
は
、
別
段
不
思

議
な
こ
ご
で
は
な
く
、
常
に
高
麗
の
東
海
に
出
没
し
て
み

た
彼
等
こ
し
て
は
、
少
し
く
興
に
乗
じ
て
離
れ
業
を
演
じ

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
凶
四
（
五
一
入
）

た
も
の
ど
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
從
っ
て
我
が
國
に
來
た
の

も
、
た
い
一
回
だ
け
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
所
謂
刀
俳

賊
ざ
し
て
名
高
い
の
は
、
無
論
寛
仁
三
年
の
入
冠
で
あ
る

け
れ
ご
も
．
二
十
二
年
前
に
選
る
一
條
天
皇
の
長
徳
三
年

筆
記
に
趨
っ
た
豊
熟
ざ
し
て
、
百
錬
抄
に
高
麗
入
の
來
冠

日
本
紀
路
に
南
旗
人
の
愛
器
ご
傳
へ
ら
れ
た
、
正
禮
の
わ

か
ら
ぬ
外
翼
が
あ
る
。
又
た
寛
仁
四
年
（
刀
思
入
冠
の
翌

年
）
、
南
蟹
の
賊
徒
の
薩
塵
國
に
來
て
、
人
物
を
虜
掠
し
た

こ
ご
が
、
左
大
舞
踏
経
頼
の
左
経
記
に
見
え
て
み
る
○
し

か
し
高
麗
人
や
南
洋
諸
島
の
避
族
の
入
冠
は
。
前
後
に
例

の
な
い
こ
ご
で
あ
る
か
ら
、
余
は
當
蒔
の
女
翼
の
海
賊
横

行
の
事
情
か
ら
推
測
し
て
、
こ
れ
も
彼
等
の
小
憲
に
他
な

ら
諏
ご
信
ず
る
。
若
し
さ
う
こ
す
れ
ば
、
我
が
國
に
於
け

る
刀
伊
の
入
竃
は
、
前
後
三
軸
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
女
興
は
い
，
沿
ま
で
も
な
く
階
唐
時
代
の
韓
鵜
で
あ
っ
て

聖
天
武
后
の
時
、
も
こ
鞍
鞘
入
で
あ
っ
た
大
群
榮
が
渤
海

國
を
建
設
す
る
に
及
び
、
薬
の
領
内
に
編
入
せ
ら
れ
た
。

r
　
祇



渤
海
國
は
孚
島
統
一
以
後
の
新
羅
ε
時
代
を
同
じ
く
し
、

こ
れ
ご
我
が
國
と
の
間
に
特
別
な
る
國
際
關
係
の
あ
っ
た

こ
ご
は
周
知
の
事
實
で
あ
る
。
紀
元
第
十
世
紀
の
初
め
に

な
っ
て
、
高
麗
朝
が
新
羅
に
代
る
ご
殆
ん
ご
同
時
に
、
契

丹
の
太
祓
耶
律
阿
保
機
は
渤
海
國
を
伐
ち
滅
ぼ
し
た
。
し

か
も
契
丹
は
其
の
故
地
に
州
縣
を
麗
か
す
、
た
い
外
部
か

ら
之
を
威
制
し
て
み
た
。
そ
こ
で
渤
海
時
代
の
土
民
で
あ

っ
た
平
冠
が
、
女
眞
の
名
で
新
た
に
頭
を
笹
げ
だ
し
た
。

彼
等
は
藁
蕎
の
部
族
に
分
れ
、
其
の
問
に
何
等
の
統
一
な

く
、
孚
牧
宇
農
の
面
こ
し
て
放
書
な
る
生
活
を
憎
ん
だ
。

燈
下
の
海
冠
洗
い
ふ
特
別
な
る
事
象
も
、
か
く
の
如
き
状

態
か
ら
生
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
松
花
江
の
全
流
域
か
ら
黒
龍
江
の
下
流
域
に
跨

る
廣
大
な
る
地
方
の
女
興
が
、
何
れ
も
海
賊
を
は
た
ら
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
海
沿
岸
に
於
い
て
、
李
地
の
面

積
が
特
に
描
く
、
曖
昧
も
沃
饒
で
、
お
の
つ
か
ら
人
口
の

稠
密
す
る
地
は
極
め
て
少
な
い
。
今
日
普
蓮
に
間
島
ご
総
…

　
　
　
第
二
一
巻
　
　
研
究
　
　
刀
伊
　
の
賊

す
る
布
減
号
圖
・
海
蘭
二
河
の
流
域
ご
成
鏡
南
道
の
威
興

地
方
ご
が
、
よ
く
此
の
條
件
を
具
へ
て
る
る
。
成
興
は
渤

海
國
の
南
京
南
海
府
で
あ
る
が
、
高
麗
時
代
に
は
、
之
を

中
3
6
ε
す
る
蕪
確
の
李
野
に
、
大
小
幾
多
の
女
眞
の
部
落

が
散
在
し
、
其
の
申
得
に
強
大
な
る
も
の
が
三
十
あ
っ
て

三
十
姓
女
翼
ご
呼
ば
れ
た
。
高
麗
ご
密
接
な
る
關
係
の
あ

っ
た
の
は
、
此
の
地
方
の
女
眞
で
あ
っ
て
、
忍
野
の
東
境

を
限
っ
て
み
る
成
鯛
嶺
の
外
の
女
翼
は
、
殆
ん
ご
没
交
渉

で
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
威
興
準
野
の
主
な
る
女
眞
部
落
の

酋
長
は
、
弄
る
程
度
ま
で
高
麗
に
服
諒
し
、
物
質
上
の
利

盆
の
獲
得
を
目
的
こ
し
て
、
縄
え
す
朝
貢
し
た
け
れ
ご
も

同
蒔
に
冠
賊
こ
し
て
屡
々
陸
上
か
ら
侵
入
し
た
。
定
準
邑

の
左
右
翼
を
な
す
堅
固
な
長
城
の
築
か
れ
た
の
は
、
彼
等

に
敵
す
る
防
禦
の
爲
め
で
あ
る
。
恐
る
べ
き
海
賊
ご
な
っ

て
口
汚
海
を
横
行
し
だ
の
も
、
等
し
く
此
の
地
方
の
女
眞

に
急
な
ら
ぬ
。
彼
等
は
高
麗
の
東
北
境
に
近
く
住
し
、
三

石
の
手
段
に
依
っ
て
三
重
の
利
盆
を
貧
る
・
始
末
の
わ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
一
五
（
五
一
九
）



第
十
一
巻
　
　
研
　
究
　
　
ア
メ
リ
カ
獲
見
前
後
の
塊
圃
癩
球
儀
定
ツ
パ
ン
グ
（
下
）
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
一
六
　
（
五
二
〇
）

8
ぎ
。
ヨ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
十
二
琶
紀
に
な
る
ご
、
此
の
方
面
の
形
勢
が
一
壷
し
た

世
紀
の
初
頭
、
高
麗
の
無
糖
ヂ
罐
は
、
有
名
な
る
九
城
の

役
を
起
し
、
威
興
李
野
の
女
眞
部
落
を
悉
く
な
ぎ
倒
し
て

確
實
に
其
の
地
を
占
有
し
た
。
た
い
こ
れ
は
一
時
の
こ
ご

で
．
生
女
眞
の
完
顔
氏
が
之
を
護
り
受
げ
た
が
、
其
の
結

果
、
此
の
福
要
な
る
地
は
、
全
品
國
の
領
土
の
一
部
ご
な

り
、
威
興
に
は
易
瀬
ご
い
ふ
行
政
官
廉
の
設
麗
を
見
、
女

眞
の
海
竃
は
お
の
つ
か
ら
罷
ん
だ
。

ア
メ
リ
が
渤
襲
見
並
剛
後
の
地
圖
地
球
『
儀
マ
」
ジ
パ
ン
グ
m

五

　
ジ
．
ハ
ン
グ
及
び
之
ε
類
似
の
名
詮
は
、
第
十
四
倣
紀
の

初
め
、
既
に
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
の
紀
行
ア
ブ
ル
フ
ェ
グ
の
地

誌
等
に
見
え
た
る
が
、
現
存
の
地
業
地
球
儀
中
に
て
其
の

名
総
の
現
れ
だ
る
最
右
の
も
の
は
、
上
述
の
如
く
一
四
九

二
年
に
作
製
せ
ら
れ
π
ペ
ハ
イ
ム
の
地
球
儀
で
あ
る
。
此

文
學
博
士
　
石

橋

五

郎

の
地
球
儀
に
於
て
ジ
パ
ン
グ
は
、

　
0
8
営
窃
国
象
。
撃
づ
Φ
5
。
o
冠
　
ミ
　
0
8
鍵
崔
。
。
o
犠
。
纂
凶
q
。
冒
島
。
。
。

　
9
昏
電
送
海
の
中
間
に
在
る
南
北
に
長
き
一
大
島
で
あ
っ
て
、

　
其
の
世
界
的
位
置
は
上
土
の
如
く
歓
洲
の
西
端
ε
経
度
約
九
十

　
度
、
支
那
の
東
岸
ざ
は
同
約
二
＋
度
を
隔
て
．
南
北
の
位
置
は

　
北
緯
約
七
度
の
邊
よ
り
凡
そ
同
約
三
十
度
の
邊
に
及
び
、
大
部

　
分
は
熟
糟
圏
内
に
在
る
。


